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専門医の養成について

出典：滋賀を支える医師になろう！（滋賀県医師キャリアサポートセンター）



医師法第16条の10の規定に基づく知事の意見について

日本専門医機構および関係学会は、専門医制度整備指針等および専門研修プログ
ラム整備基準等について、厚生労働大臣に対して意見を聴き、厚生労働大臣が意
見を述べるに当たって、都道府県知事の意見を聴く。

都道府県知事は意見を述べるに当たって、地域医療対策協議会の意見を聴く。

○医師法（昭和23年法律第201号）（抜粋）

第十六条の十 医学医術に関する学術団体その他の厚生労働省令で定める団体は、医師の研修に関する計画を定め、又は変更しようとするとき（当該
計画に基づき研修を実施することにより、医療提供体制の確保に重大な影響を与える場合として厚生労働省令で定める場合に限る。）は、あらかじ
め、厚生労働大臣の意見を聴かなければならない。

２ 厚生労働大臣は、前項の団体を定める厚生労働省令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、医道審議会の意見を聴かなければならない。
３ 厚生労働大臣は、第一項の規定により意見を述べるときは、あらかじめ、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。
４ 都道府県知事は、前項の規定により意見を述べるときは、あらかじめ、地域医療対策協議会の意見を聴かなければならない。
５ 第一項の厚生労働省令で定める団体は、同項の規定により厚生労働大臣の意見を聴いたときは、同項に規定する医師の研修に関する計画の内容に
当該意見を反映させるよう努めなければならない。

（平三〇法七九・追加・旧第十六条の八繰下・一部改正）

第十六条の十一 厚生労働大臣は、医師が医療に関する最新の知見及び技能に関する研修を受ける機会を確保できるようにするため特に必要があると
認めるときは、当該研修を行い、又は行おうとする医学医術に関する学術団体その他の厚生労働省令で定める団体に対し、当該研修の実施に関し、
必要な措置の実施を要請することができる。

２ 厚生労働大臣は、前項の厚生労働省令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、医道審議会の意見を聴かなければならない。
３ 第一項の厚生労働省令で定める団体は、同項の規定により、厚生労働大臣から研修の実施に関し、必要な措置の実施を要請されたときは、当該要
請に応じるよう努めなければならない。

（平三〇法七九・追加・旧第十六条の九繰下）
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シーリング制度 専攻医を採用する定員数に上限（＝シーリング）を設けることにより医師の地
域・診療科偏在を是正することを目的に平成30年（2018年）から開始され
た制度。

シーリング数 都道府県・診療科ごとの専攻医採用数に上限を付けることを指す。
本県は小児科にシーリング（７名）が設定されている。

通常プログラム シーリング対象外地域等での研修の義務のない、通常の研修プログラム。
本県のシーリング（小児科）は全て通常プログラム。

連携プログラム シーリング数の設定による激変緩和のため日本専門医機構で設定された、
シーリング対象外の都道府県での一定期間の研修を義務付けたプログラム。
定員は通常プログラムとは別枠で設定されている。
なお、本県に連携プログラムの定員は設定されていない。

連携プログラム
（都道府県限定分）

連携プログラムのうち、足下充足率が80％以下の都道府県への一定期間の
研修を義務付けるプログラム。
連携プログラムの一部は都道府県限定分として設定される。

特別地域連携プログラム 令和５年度（2023年度）から創設。足下充足率が70％以下（小児科のみ
80％以下）の都道府県の医師少数区域に所在する医療機関等で12か月以
上研修を行うプログラムを上記のシーリングの枠外で設けるもの。
日本専門医機構より令和７年度（2025年度）からの要件の見直し案が示さ
れた。
なお、本県に特別地域連携プログラムの定員は設定されていない。

足下充足率 2016医師数or2018医師数／2024必要医師数

用 語 集
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令和６年度（2024年度）専攻医の採用数（滋賀県）

※本県に基幹施設の無い臨床検査は除く。

領域／基幹施設
令和６年度 （参考）

令和５年度
採用数募集定員 採用数

内科 75 38 43

滋賀医大 21 19 18

大津市民 4 0 2

大津日赤 16 8 8

淡海医療 4 1 2

県立総合 4 3 2

済生会滋賀 7 4 7

近江八幡市立 10 3 3

東近江総合 3 0 0

彦根市立 3 0 0

市立長浜 3 0 1

小児科 13 6 2

滋賀医大 10 3 1

大津日赤 3 3 1

皮膚科 7 4 4

滋賀医大 7 4 4

精神科 7 6 4

滋賀医大 6 5 4

県立精神 1 1 -

外科 22 9 6

滋賀医大 12 7 5

大津日赤 10 2 1

領域／基幹施設
令和６年度 （参考）

令和５年度
採用数募集定員 採用数

整形外科 26 5 7

滋賀医大 6 3 5

大津日赤 5 1 0

淡海医療 3 0 0

済生会滋賀 9 1 2

近江八幡市立 3 0 0

産婦人科 13 3 4

滋賀医大 10 3 3

大津日赤 3 0 1

眼科 6 6 5

滋賀医大 6 6 5

耳鼻咽喉科 10 2 0

滋賀医大 6 2 0

淡海医療 1 0 -

県立総合 3 0 0

泌尿器科 9 5 3

滋賀医大 7 5 3

近江八幡市立 2 0 0

脳神経外科 4 0 0

滋賀医大 4 0 0

放射線科 9 3 3

滋賀医大 6 2 3

大津日赤 3 1 0

領域／基幹施設
令和６年度 （参考）

令和５年度
採用数募集定員 採用数

麻酔科 38 12 3

滋賀医大 15 5 1

大津市民 2 2 1

大津日赤 3 2 0

淡海医療 6 0 0

県立総合 2 2 0

済生会滋賀 5 0 1

近江八幡市立 5 1 0

病理 2 1 1

滋賀医大 2 1 1

救急科 16 11 1

滋賀医大 8 8 1

大津日赤 3 3 0

済生会滋賀 5 0 0

形成外科 3 0 2

滋賀医大 3 0 2

リハビリテーション科 4 0 1

滋賀医大 4 0 1

総合診療 24 4 7

滋賀医大 6 0 -

ＪＣＨＯ 2 0 0

高島市民 2 1 0

大津ＦＣ 2 0 0

弓削ＭＣ 8 1 4

浅井東診療所 4 2 3

にしあざい診療所 2 0 0

総数 288 115 96

5参考：令和５年度新規登録者数 96名



令和７年度（2025年度）専門研修プログラムの募集スケジュール
令和６年度第１回 医道審議会
医師分科会 医師専門研修部会 資料１

令 和 ６ 年 ７ 月 １ ９ 日
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令和７年度（2025年度）専攻医募集におけるシーリング数の考え方について
令和６年度第１回 医道審議会
医師分科会 医師専門研修部会 資料１

令 和 ６ 年 ７ 月 １ ９ 日
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特別地域連携枠の連携先の新たな要件について
令和６年度第１回 医道審議会
医師分科会 医師専門研修部会 資料１

令 和 ６ 年 ７ 月 １ ９ 日
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令和７年度（2025年度）専攻医募集におけるシーリング（案）の基本的な考え方
令和６年度第１回 医道審議会
医師分科会 医師専門研修部会 資料１

令 和 ６ 年 ７ 月 １ ９ 日
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令和７年度（2025年度）募集定員のシーリング対象となる診療科（滋賀県）

シーリングの対象とする各都道府県の診療科は、2018年医師数（仕事量）（A）が、必要医師数（勤務時間調整後）(B)およ
び2024年の必要医師数（勤務時間補正後）(C)と同数あるいは上回る診療科。

※外科、産婦人科、病理診断科、臨床検査、救急、総合診療はシーリング対象外

シーリング数 (F)は、「過去3年採用数平均」(D)から、「過去3年採用数平均」と「2024年の必要医師数を達成するための
年間養成数」の差分(D-E)の一定割合(20%）を引いた数(D-(D-E)×20%)

ただし、過去3年の採用数のいずれかが10未満の診療科は、シーリング数を過去3年の採用数の大きい方とする。また、過去
３年の採用数の平均が５以下の都道府県別診療科はシーリングの対象外。

滋賀県は、小児科がシーリング対象。（詳細は以下のとおり）

2018 2024

過去３年採
用数平均

Ｄ

2020 2019 2018 2024年の必
要医師数を
達成するた
めの年間養
成数 Ｅ

2025

医師数
(仕事量)

Ａ

必要医師数
(勤務時間調

整後)
Ｂ

必要医師数
(勤務時間調

整後)
Ｃ

専攻医
採用数

専攻医
採用数

専攻医
採用数

シーリング
数
Ｆ

シーリング
数(調整後)

Ｇ

内科 1,120 1,264 1,329 31 32 33 28 54

小児科 235 231 208 7 6 7 7 1 7 7

皮膚科 79 98 98 3 3 4 2 4

精神科 133 167 165 5 6 4 4 7

整形外科 215 234 246 6 9 5 3 10

眼科 126 132 135 3 4 3 2 4

耳鼻咽喉科 108 101 100 3 3 3 4 1 4 0

泌尿器科 93 88 92 5 5 3 6 2 6 0

脳神経外科 75 89 95 1 1 2 0 5

放射線科 92 78 78 2 1 3 3 0 3 0

麻酔科 101 111 112 4 1 7 5 4

形成外科 31 40 42 0 0 0 0 2

リハビリテー
ション科

24 27 28 0 0 0 0 1
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医師法第16条の10の規定に基づく専門研修に関する協議について
（令和６年７月４日付け医政医発0704第５号厚生労働省医政局医事課長通知）

１．国から都道府県への協議に関する意見
日本専門医機構が提示した 令和７年度（2025年度）専攻医シーリング案が、都道府県内の医師確
保対策や偏在対策に資するものとなっていること。

２．専門研修プログラムに関する意見
個別のプログラムの内容については、例えば、以下の条件を満たし、都道府県内の医師確保対策
や偏在対策に資するものとなっていること。

（１）プログラムの連携施設の設定、ローテーション及び採用人数が都道府県の偏在対策に配慮し
たものであること。

（２）プログラムの廃止がある場合は、それによって地域の医療提供体制に多大な影響を与えない
こと。

（３）特定の地域や診療科において従事する医師を確保する観点から、地域枠等の従事要件に配慮
した研修プログラムであること。

３．各診療領域のプログラムに共通する意見
各診療領域のプログラムに共通する内容については、例えば、以下の条件を満たし、都道府県内
の医師確保対策や偏在対策に資するものとなっていること。

（１）内科、小児科、精神科、外科、整形外科、産婦人科及び麻酔科については、都道府県ごとに
複数の基幹施設が置かれていること。

（２）診療科別の定員配置が都道府県内の医師確保対策や偏在対策に資するものになっていること。

都道府県での確認事項
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都道府県での確認事項 国から都道府県への協議に関する意見①

日本専門医機構が提示した令和７年度（2025年度）専攻医シーリング案が、都道府県内の医師確保対策
や偏在対策に資するものとなっていること。

１．確認すべき事項

２．知事の意見（シーリング案に関する意見）

12
（※）本県の2022年～2024年の採用数平均は４人（22年３名、23年２名、24年６名）のため、例外規定によりシーリング対象外となる見込み。

「医師確保計画」では、国のガイドラインに基づき、産科と小児科は個別の計画を策定することと
なっており、相対的に医師が多い地域でも医師確保が必要とされている。このことと整合を図るため、
シーリングにより小児科医の確保に支障が出ることがないよう、小児科についても産科と同様、シー
リング対象外とすべきである。【継続】

特に本県においては、不登校や発達障害などの心の問題を抱えた児童の増加に伴い、児童・思春期に
係る精神外来の待機患者数が増加していることなどから、子どものこころを専門とする小児科医の確
保・育成は喫緊の課題である。また、令和３年（2021年）から令和18年（2036年）の年少人口減少率
では、全国30.8％に対して本県26.3％と4.5ポイントの差がみられ、将来の小児科医の医療需要が全国
と比べ高くなることが推測されることから、地域の実情を踏まえ、小児科をシーリングの対象外とす
ること。【継続】

2025年度シーリング（案）について、直近2022年から2024年の３か年の採用数を用いて再計算を行う
こと（※）。また、再計算を行わない場合は、合理的な理由を説明すること。【継続（一部変更）】

都道府県が日本専門医機構によるシーリング案に対し具体的な意見を表明することができるよう、都
道府県別、診療科別シーリングの必要医師数の算定過程や算定基礎データを提供すること。【継続】



特別地域連携プログラムの連携先の新たな要件については、都道府県や医療機関による医師派遣の実
情を踏まえて、派遣の実効性や効果を担保する仕組みを検討されたい。【新規】

特別地域連携プログラムの定員については、通常プログラム等の定員の枠外に設けられているため、
都市部等のシーリング対象都道府県の医師が増え、今まで以上に地域偏在が助長されることが懸念さ
れることから、地域偏在と診療科偏在の解消というシーリング本来の趣旨を踏まえて、枠内で実施さ
れることが望ましい。 【継続】

特別地域連携プログラムの連携先については、原則足下充足率が0.7以下である医師不足がより顕著な
都道府県とされているが、都道府県内においても地域偏在があることから、これらの地域にも確実に
効果が及ぶよう二次保健医療圏ごとの足下充足率に基づき設定することとされたい。 【継続】

連携プログラム都道府県限定分の連携先については、足下充足率が0.8以下である医師不足が顕著な都
道府県とされているが、都道府県内においても地域偏在があることから、これらの地域にも確実に効
果が及ぶよう二次保健医療圏ごとの足下充足率に基づき設定することとされたい。【継続】

シーリング対象となった場合の定員調整の主体は関係領域学会とされているが、その調整手法等を明
確に示していただきたい。【継続】

都道府県の地域医療対策協議会における議論の前提となる情報については、厚生労働大臣の意見陳述
に当たって都道県知事への意見聴取を義務づけた医師法の趣旨を十分踏まえ、地域医療対策協議会に
おいて実のある議論ができるよう、迅速かつ適切な情報提供を行うようにしていただきたい。特に、
以下の項目について、適切な時期に情報提供等を行うこと。

ア 厚生労働大臣の意見に対する日本専門医機構の回答内容
イ 「ア」のうち、「今後検討する」等とした事項についてはその実施状況 【継続】

都道府県での確認事項 国から都道府県への協議に関する意見②

２．知事の意見（その他の意見）
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今回、専門研修プログラムを確認したところ、大津・湖南圏域に位置する医療機関が基幹施設である４３プログラム中３４プ
ログラムにおいて、県内で比較的医師が不足する地域（大津・湖南圏域以外）の医療機関が連携施設に登録されており、県内
で比較的医師が充足している大津・湖南圏域のみでローテーションが構成されているプログラムは９プログラムであった。

県内の専攻医数は年々増加しているものの、令和６年度における専攻医の定員数288名に対し、採用人数は115名（定員充足率
39.9％（前年度比＋3.6ポイント））であった。

現在、滋賀県では地域枠医師に診療科制限を設けていないため、滋賀県内の基幹施設のプログラムであれば自由に診療科を選
択することが可能。また、県外で専門研修を行う場合も、中断期間（最大10年間）を設けているため、これを超えない範囲で
県外研修も可能。

今回、専門研修プログラムを確認したところ、上記中断期間を超える県外勤務を義務付けているプログラムはなく、地域枠医
師が県内で従事要件を満たすことができる専門研修プログラムが複数存在した。

都道府県での確認事項 個別のプログラムに関する意見①

例えば、以下の条件を満たし、都道府県内の医師確保対策や偏在対策に資するものとなっていること。
プログラムの連携施設の設定、ローテーションおよび採用人数が都道府県の偏在対策に配慮されたものであること。
プログラムの廃止がある場合は、それによって地域の医療提供体制に多大な影響を与えないこと。
特定の地域や診療科において従事する医師を確保する観点から、地域枠等の従事要件に配慮された研修プログラムであること。

１．確認すべき事項

２．現況

３．見解

一部のプログラムにおいて、県内で比較的医師が充足している大津・湖南圏域のみでのローテーションが設定されているも
のの、約８割のプログラムにおいては、県内で比較的医師が不足する地域の医療機関へのローテーションが設定されており、
都道府県の医師偏在対策に配慮されたプログラムとなっている。

とはいえ、令和６年度において、専攻医定員数288名に対し、採用数115名（定員充足率39.9％）であり、前年度と比較して定

員充足率は上昇しているものの、引き続き専攻医確保の取組が必要な状況である。

地域枠の従事要件への配慮については、地域枠医師が県内で従事要件を満たすことができる専門研修プログラムが複数ある
ため、地域枠等の従事要件に配慮された研修プログラムであると考えられる。 14



都道府県での確認事項 個別のプログラムに関する意見②

４．知事の意見

県内で比較的医師が充足している大津・湖南圏域に所在する基幹施設が実施する約８割のプログラムにおいて、県内
で医師が比較的不足している地域の医療機関が連携先・ローテーション先として組み込まれており、都道府県の医師
偏在対策に資するものとなっていることを確認した。

①プログラムの連携施設およびローテーションの設定に関する意見】

②【プログラムの採用人数に関する意見】

二次保健医療圏間、さらには二次保健医療圏の中でも偏在があることから、県内の偏在是正に資するプログラムとな
るよう、日本専門医機構や各領域学会から、各診療科・医療機関に対し、専攻医にとって魅力あるプログラムを作る
ための支援等を実施されたい。

③【プログラムの廃止に関する意見（該当する場合のみ）】…該当なし

④【地域枠医師等への配慮に関する意見】

地域枠医師が県内で従事要件を満たすことができる専門研修プログラムが複数あり、地域枠等の従事要件に配慮さ
れた研修プログラムとなっていることを確認した。

⑤【その他の意見】…特になし

15



本県では全ての診療科において、複数の基幹施設が置かれている。
（内科10、小児科２、精神科２、外科２、整形外科５、産婦人科２、麻酔科７）

今回、専門研修プログラムを確認したところ、全ての診療科において、県内で比較的医師が不足する地域（大津・湖
南圏域以外）の医療機関が連携施設に登録されており、県内で比較的医師が充足している大津・湖南圏域のみでロー
テーションが構成されている診療科はなかった。

令和６年度における県内の専攻医定員数288名に対し採用数115名であり、定員充足率は39.9％（前年度比＋3.6％）
であった。

都道府県での確認事項 各診療領域のプログラムに共通する意見①

例えば、以下の条件を満たし、都道府県内の医師確保対策や偏在対策に資するものとなっていること。
内科、小児科、精神科、外科、整形外科、産婦人科及び麻酔科については、都道府県ごとに複数の基幹施設が置かれ
ていること。
診療科別の定員配置が都道府県内の医師確保対策や偏在対策に資するものになっていること。

１．確認すべき事項

２．現況

３．見解

いずれの診療科においても、複数の基幹施設が置かれており、医師確保対策に資するものになっている。

県内で比較的医師が充足している大津・湖南圏域のみでローテーションが構成されている診療科はなく、医師偏在
対策に資するものとなっている。

しかし、令和６年度における専攻医全体の定員数288人に対し、採用数は115人（定員充足率39.9％）であり、前年
度と比較して定員充足率は上昇しているものの、引き続き専攻医を確保するための取組が必要。

16



都道府県での確認事項 各診療領域のプログラムに共通する意見②

４．知事の意見

いずれの診療科においても、既に複数の基幹施設が置かれており、医師確保対策に資するものになっていることを確
認した。

①【複数の基幹施設設置に関する意見（内科、小児科、精神科、外科、産婦人科、麻酔科）】

②【診療科別の定員配置に関する意見】

県内における全診療科の専門研修プログラムを確認したところ、全ての診療科において、県内で比較的医師が不
足する地域（大津・湖南圏域以外）の医療機関が連携施設に登録されており、県内で比較的医師が充足している
大津・湖南圏域のみでローテーションが構成されている診療科はなかった。

しかし、診療科によっては、二次保健医療圏間、さらには二次保健医療圏の中でも偏在があることから、県内の
偏在是正に資するよう、引き続き専攻医の採用数を増やすための取組が必要である。

③【その他の意見】…特になし
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参考



〈参考〉令和６年度（2024年度）シーリング計算方法のまとめ①
令和６年度第１回 医道審議会
医師分科会 医師専門研修部会 資料１

令 和 ６ 年 ７ 月 １ ９ 日
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差し替え

〈参考〉令和６年度（2024年度）シーリング計算方法のまとめ②
令和６年度第１回 医道審議会
医師分科会 医師専門研修部会 資料１

令 和 ６ 年 ７ 月 １ ９ 日
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〈参考〉専門研修における連携プログラム
令和３年度第１回 医道審議会
医師分科会 医師専門研修部会 資料１

令 和 ３ 年 ９ 月 １ ７ 日
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